
様式第 1号 (甲 )(第 2条関係 )

堺市議会議長 的場 慎一 様

収 支 報 告 書

会派の名称

代表者氏名

経理責任者氏名

令不日6年 4月 1 日

自由民主党日市民クラブ

池尻 秀樹

白江 米―

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度政務活動費について
次のとおり報告します。

収 入 (単位 円)

支 出

調 査 研 究 費

研   修   費

要 請 。陳 情 活 動 費

会   議   費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費

事 務 ・ 事 務 所 費

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

1,540,000 @20000円   X 7人  X llヶ月 1,540,000 円

収 入 合 計 1,540,000

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当額 備 考

166,688

0

0

0

0

104,940

0

880,000

333,910

166,688

0

0

0

0

104,940

0

880,000

333,910

支 出 合 計 1,485,538 1,485,538

人   件   費

1



様式第 14号 (第 7条関係 )

令和 5年度   事業実施報告書

会派の名称 。議員氏名 自由民主党・市民クラブ

Ⅲ

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明

調査研究費

資料購入費

人件費

事務・事務所費

R5.5.1ハッR6.3.31

R5.5,1-R6.3.31

R5.5.1ハυR6.3.31

R5。 5.1ハッR6.3.31

先進事例の調査、施設の視察

市政調査研究に必要とする資料

会派所属議員の市政相談。政務活動にかかる

補助業務並びに関係書類の作成のため、自由

民主党・市民クラブ会派にて事務員を雇用

事務用品、コピー機 リース料及びコピーカウ
ンター料金など

(会派控室にカラー印刷の可能なコピー機
を設置 した)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 自由民主党・市民クラブ

の

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

2023.5,19 5-1 80,000 -80,000 人件費 ③

2023.5.22 5-2 12,100 -92,100 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ⑨

2023.5.25 5-3 9,667 -101,767 μi―Fi通信費 ③

月計 0 101,767

累 計 0 101,767 -101,767

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 自由民主党・市民クラブ

1

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

2023 6.9 280,000 178,233 政務活動費 5～ 6月 分受け入れ

2023.6,20 6-1 80,000 98,233 人件費 ③

2023 6 20 6-2 14,518 83,715 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ③

月言ト 280,000 94,518

累計 280,000 196,285 83,715

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 由民主党・市民クラ :メ

1 又 の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (久の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

t
4

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

2023.7,7 420,000 503,715 政務活動費 7～ 9月 分受け入れ

2023.7.20 7-1 80,000 423,715 人件費 (,

2023.7.20 7-2 13,448 410,267 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ③

T

_土

旧
I

月計 420,000 93,448

累 計 700,000 289,733 410,267
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年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

2023.8,18 8-1 80,000 330,267 人件費 ③

2023.8.21 8-2 21,366 308,901 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ③

月計 0 101,366

累計 700,000 391,099 308,901

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■ ■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

様式第 10号 (第 6条関係 )

1 こは 、

会 計 帳 簿

の

会派の名称 。議員氏名 自由民主党・市民クラブ

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 自由民主党・市民クラブ

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、⑥人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その
他

2023.9.20 9-1 80,000 228,901 人件費 ③

2023.9,20 9-2 15,224 213,677 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ③

2023,9。 20 9-3 22,000 191,677 ハー ドディスク500Gか らSSD500G取 替費用 ⑨

月計 0 117,224

累計 700,000 508,323 191,677

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

7



年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

2023.10,10 420,000 611,677 政務活動費 10～ 12月 分受け入れ

2023.10.20 10-1 80,000 531,677 人件費 ③

2023.10.20 10-2 19,407 512,270 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ⑨

月計 420,000 99,407

累計 1,120,000 607,730  ヽ 512,270

様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 自由民主党・市民クラブ

務所賃借料など)      '
手「項口I欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
,             ミ

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

Ь蟹塀写蟄曇渉雪含

議費、⑤資料作成費、

星

資料購入費、⑦広報・広聴費、③人

1費

、

1

2
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年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

2023.11,13 11-1 48,750 463,520
オー トフィー ドシュレッダー (160枚 ミニ
クロスカッ ト)400-PSD066 ③

2023.11.20 11-2 80,000 383,520 人件費 ③

2023.11.20 11-3 15,011 368,509 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ⑨

月計 0 143,761

累計 1,120,000 751,491 368,509

■
■
■
■
■

■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

様式第 10号 (第 6条関係 )

1

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 自由民主党・市民クラブ

」

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 自由民主党・市民クラブ

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項 目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務 。事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

2023.12.20 12-1 80,000 288,509 人件費 ③

2023.12.20 12-2 18,781 269,728 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ③

月計 0 98,781

累計 1,120,000 850,272 269,728
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 自由民主党・市民クラブ

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務 。事務所費)

」

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

2024.2.1 2-1 700 498,859 駐車代 ①

2024.2.1 2-2 210 498,649 通行料 ①

2024.2.1 2-3 8,170 490,479 ガンリン代 ①

2024.2.1 2-4 5,500 484,979 施設利用料 ①

2024.2.2 2-5 90,100 394,879 レンタカー代 ①

2024.2.2 2-6 7,898 386,981 ガノリン代 ①

2024.2.20 2-7 80,000 306,981 人件費 ③

2024,2.20 2-8 12,209 294,772 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ③

2024.2.27 2-9 4,850 289,922 プリンター ⑨

月計 0 209,637

累計 1,540,000 1,250,078 289,922

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名自由民党・市民クラブ

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その
他

2024,3,8 3-1 18,620 271,302 コピー用紙・プリンター用インデックス ⑨

2024,3.11 3-2 4,624 266,678 ホッチキス ③

2024.3.11 3-3 6,072 260,606 ホッチキス ③

2024.3.13 3-4 3,512 257,094 USBケ ーブル 4m・  ホッチキス針 ③

2024.3.19 3-5 80,000 177,094 人件費 ③

2024.3.21 3-6 12,654 164,440 コピー機 リース料及びコピーカウンター料 ⑨

2024.3.22 3-7 104,940 59,500 住宅地図 ⑥

2024.3.25 3-8 5,038 54,462 電卓 ③

月計 0 235,460

累計 1,540,000 1,485,538 54,462

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名 自由民主党・市民クラブ

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写 しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動十後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動十政党活動 1/8

ふ ケがな  

被雇用者の

氏 名
 

生年月日                 

住 所 堺市

雇用期間

(雇用:開始■)
令不日5年 4月 1日 令和 6年 3月 31日

雇用形態 | ■直接雇用 □その他 (派遣等 )

勤務時間数● 19 日寺間 / 遅ユ  (1 日   4.75   日寺F日写×  4   日  / 遇の

賃金額 ■月額  □日額  □時給 80,000 円

業務内容 ■政務活動  □政党活動  □後援会活動  □( )活動

%

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間

(週勤務時間数)    時間

□職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数 とする。 )
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参考様式第 2号

就業場所

給与支払

給与振込先

雇 用 契 約 書

ふ りがな 生 年 月 日

氏   名
 生

現 住 所
堺市

TEL

下記の条件で契約 します。

雇用期間 令和 5年 4月 1日 か ら 令和 6年 3月 31日 まで

堺市役所 自由民主党・市民クラブ

仕事 内容
会派所属議員の政務活動にかかる補助及び関係書類の作成

就 業時間

(休 憩 時

間 )

午前 10時 00分か ら  午後 3 時 45分まで

(う ち休憩時間は 12時から 13時まで )

休   日
土、 日、祝 日、年末年始、年間 10日 有給休暇

給与 (賃金 )

月給 80,000円

毎月 15日 締め 20日 支払い

現金払い

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。

令不日5年 4月 1日

ラブ

被雇用者  

契約書は 2通作成 し、双方が各 1通を保管する。

雇用者 自由民主党・

野里 文盛
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名 自由民主党・市民クラブ

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動+後援会活動 1/2
政務活動+後援会活動 +政党活動 1/3

ふ悌【がな  

‐麟 あ1・

 

生年月日             

住 所 堺

2023年  10  月  1  日 2024 年  3 月  31  日

脚 態 ■直接雇用 □その他 (派遣等 )

1蜘 教 | 18 時間 /、 週  (1日   4。5  時間× 4 日 / 週)

1鰤 ■月額  □日額  □時給 80,000 円

翻 容 ■政務活動  □政党活動  □後援会活動  □( )活動

|

i船

%

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間

(週勤務時間数)     時間

□職務内容をもとに算定 ※下記参照

囀騨4ゆ関係
□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件 とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数 とする。 )
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参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな 生 年 月 日

氏  名
 生

現 住 所
堺市

TEL

下記の条件で契約 します。

雇用期間 令
｀
不日5年 10月 1日 から 令・不日6年 3月 31日 まで

就業場所
堺市役所 自由民主党 。市民クラブ

仕事内容
会派所属議員の政務活動にかかる補助及び関係書類の作成

就業時間

(休 憩 時

間 )

午前 10時 00分から  年後 3 時30分まで

(う ち休憩時間は 12時から 13時まで)

休   日
土、日、祝日、年末年始、年間 10日 有給体暇

給与 (賃金 )

月*合 80,000円

給与支払
毎月 15日 締め 20日 支払い

給与振込先
現金払い

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

令和 5年 10月 1日

被雇用者  

ブ

契約書は 2通作成 し、双方が各 1通を無管する。

雇用者 自由民主党・市

池尻 秀樹
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参考様式第 5号
出 勤 簿 (  2023  年   5   月 )

氏 名

日 曜 日 始業時間 終業時刻
労働時間

備  考

基 本 臣子F日珂タト

1 月 JO:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

2 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月 10i00 15:45 04:45 政務活動補助業務

9 火 10:00 15i45 04:45 政務活動補助業務

10 水 封0:00 15145 04:45 政務活動補助業務

11 木 10,00 15:45 04:45 政務活動補助業務

12 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

13 土

14 日

15 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

16 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

17 水 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

18 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

19 金 10:OO 15:45 04:45 政務活動補助業務

20 土

21 日

22 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

23 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

24 水

25 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

26 金

27 土

28 日

29 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

30 火

31 水

合計 76100 0:00

出勤日数 16日 雇用者確認欄
(署名又は押印)
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参考様式第5号
出 勤 簿 (  2023  年   6 月 )

氏名 :

労働時間
日 曜 日 始業時間 終業時刻

基 本 時 間 外

備  考

1 木 10:00 15:45 04,45 政務活動補助業務

2

3 土

4 日

5 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

6 火 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

7 水

8 木 10i00 15:45 04:45 政務活動補助業務

9 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

10 土

11 日

12 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

13 火 10,00 15:45 04:45 政務活動補助業務

14 水

15 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

16 金 10,00 15:45 04:45 政務活動補助業務

17 土

18 日

19 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

20 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

2耳 水

22 木 10:00 15:45 04i45 政務活動補助業務

23 金

24 土

25 日

26 月 10100 15,45 04:45 政務活動補助業務

27 火 10:00 15!45 04:45 政務活動補助業務

28 水

29 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

30 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

31

合計 76:00 0:00

出勤日数 16日 雇用者確認欄
(署名又は押印)
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参考様式第5号
出 勤 簿 (  2023  年   7   月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 終業時刻
基 不 時 間 外

備  考

1 土

2 日

3 月 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

4 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

5 水

6 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

7 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

8 土

9 日

10 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

11 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

12 水

13 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

14 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

15 土

16 日

17 月

18 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

19 水

20 木 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

21 金 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

22 土

23 日

24 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

25 火 10,00 15:45 04:45 政務活動補助業務

26 水

27 木 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

28 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

29 土

30 日

31 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

合計 76:00 0100

出勤日数 16日 雇用者確認欄
(署名又は押印)
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参考様式第5号
出 勤 簿 (  2023  年   8   月 )

労働時間
日 曜 日 始業時間 終業時刻

基 本 時 間 外

備  考

1 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

3 木 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

4 金 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

5 土

6 日

7 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

8 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

9 水

10 木 10,00 15:45 04:45 政務活動補助業務

11 金

12 上

13 日

可4 月

15 火

6ヽ 水 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

17 木 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

可8 金 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

19 土

20 日

21 月 10:00 15145 04:45 政務活動補助業務

22 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

23 水 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

24 木

25 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

26 土

27 日

28 月

29 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

30 水 10:90 15:45 04:45 政務活動補助業務

31 木 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

合計 76:00 0100

出勤日数 16日 庭用者確認相
(署名又は押印)
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参考様式第5号
出 勤 簿 (  2023  年   9   月 )

労働時間
日 曜 日 始業時間 終業時刻

基 本 時間外

備  考

1 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

2 土

3 日 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

4 月 10:00 15145 04145 政務活動補助業務

5 火

6 水 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

7 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

8 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

9 土

10 日

11 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

12 火

13 水 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

14 木 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

20 水 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

21 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

22 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

23 土

24 日

25 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

26 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

27 水

28 木 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

29 金

30 土

合計 76:00 0:00

出勤 日数 16日 雇用者確認相
(署名又は押印)
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参考様式第5号
出 勤 簿 ( 2023  年  10  月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 絡業時刻
轟 本 時 間 外

備  考

1 日

2 月 10:00 15:30 04130 政務活動補助業務

3 火

4 水 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

5 木 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

6 金 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

7 土

8 日

月

10 火 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

11 水 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

12 木 10100 15130 04:30 政務活動補助業務

13 金 10i00 15:30 04:30 政務活動補助業務

14 土

15 日

16 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

17 火 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

18 水

19 木 10:00 15i30 04130 政務活動補助業務

20 金 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

21 土

22 日

23 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

24 火

25 水 10100 15i30 04:30 政務活動補助業務

26 木 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

27 金

28 土

29 日

30 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

31 火

合計 72:00 0:00

出勤日数 16日 雇用
(署名

者磁翻相
又は押印)

一
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参考様式第5号

出 勤 簿 (  2023  年  11   月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 終業時刻

墨 本 時 間 外

備  考

1 水 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

2 木 10:00 15i30 04:30 政務活動補助業務

3 金

4 土

5 日

6 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

7 火 10:00 15:30 04130 政務活動補助業務

8 水

9 木 10:00 15130 04:30 政務活動補助業務

10 金 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

11 土

12 日

13 月 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

14 火

15 水 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

16 木 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

17 金 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

18 土

19 日

20 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

21 火 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

22 水 10:00 15i30 04:30 政務活動補助業務

23 木

24 金 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

25 土

26 日

27 月

28 火 10:00 15i30 04i30 政務活動補助業務

29 水 10:00 15!30 04:30 政務活動補助業務

30 木

合計 72:00 0100

出勤日数 16日 雇用者確隠相
(署名又は押印)
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参考様式第5号

出 勤 簿 ( 2023  年   12  月 )

日 曜 日 始業時間 終業時刻 労働時間
備  考

轟 本 時間外

1 金 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

2 土

3 日

4 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

5 火 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

6 水 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

7 木 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

8 金

9 土

10 日

11 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

12 火 10100 15:30 04i30 政務活動補助業務

13 水 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

14 木 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

15 金

16 土

17 日

18 月 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

19 火 10100 15:30 04i30 政務活動補助業務

20 水 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

21 木

22 金 10:00 15:30 04i30 政務活動補助業務

23 土

24 日

25 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

26 火 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

27 水

28 木 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

29 金

30 土

31 日

合計 72100 0100

出勤日数 16日 雇用者確隠相
(署名又は押印)
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参考様式第5号
出 勤 簿 (  2024  年   1   月 )

氏

労働時間
曜 日 始業時間 終業時刻

基 本 時 間 外

備  考

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金 10:00 15:45 04145 政務活動補助業務

6 土

7 日

8 月

9 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

10 水 10:00 可5:45 04:45 政務活動補助業務

11 木 10100 15:45 04145 政務活動補助業務

12 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

3ヽ 土

14 日

15 月 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

16 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

17 水 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

18 木 10100 15145 04145 政務活動補助業務

19 金 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

20 土

21 日

22 月 10100 15:45 04:45 政務活動補助業務

23 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

24 水

25 木 10:00 15:45 04145 政務活動補助業務

26 金 10,00 15:45 04:45 政務活動補助業務

27 土

28 日

29 月 10,00 15:45 04:45 政務活動補助業務

30 火 10:00 15:45 04:45 政務活動補助業務

31

合計 76:00 0:00

出勤日数 16日 雇用者確認相
(署名又は押印)
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参考様式第5号

出 勤 簿 ( 2024  年   2   月 )

日 曜 日 始業時間 終業時刻 労働時間
備  考

轟 本 時間外

1 木 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

2 金 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

3 土

4 日

5 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

6 火 10:00 15:30 04,30 政務活動補助業務

7 水 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

8 木

9 金 10:00 15130 04i30 政務活動補助業務

10 土

11 日

12 月

13 火 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務

14 水 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務

15 木 10100 15i30 04:30 政務活動補助業務
16 金 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務
17 土

18 日

19 月 10:00 15i30 04:30 政務活動補助業務
20 火 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務
21 水

22 木 10:00 15i30 04:30 政務活動補助業務
23 金

24 土

25 日

26 月 10:00 15130 04:30 政務活動補助業務
27 火 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務
28 水 10:00 15i30 04130 政務活動補助業務
29 木

30

31

合計 72;00 0:00

出勤日数 16日 雇用者確隠相
(署名又は押印)
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参考様式第5号

出 勤 簿 ( 2024  年  3   月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 絡業時刻 備  考

1 金

2 土

3 日

4 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務
5 火 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務
6 水 10:00 15130 04:30 政務活動補助業務
7 木 10100 15:30 04i30 政務活動補助業務

8 金 10100 15:30 04:30 政務活動補助業務
9 土

10 日

11 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務
12 火 10100 15i30 04:30 政務活動補助業務
13 水 10:00 15i30 04:30 政務活動補助業務
14 木

15 金 10100 15i30 04:30 政務活動補助業務
16 土

17 日

18 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務
19 火 10:00 15:30 04i30 政務活動補助業務
20 水

21 木 10:00 15:30 04130 政務活動補助業務
22 金 10:00 15i30 04i30 政務活動補助業務
23 土

24 日

25 月 10:00 15:30 04:30 政務活動補助業務
26 火

27 水 10:00 15130 04:30 政務活動補助業務
28 木 10:00 15:30 04130 政務活動補助業務
29 金

30 土

31 日

合計 72,00 0:00

出勤日数 16日 雇用者磁協桐
~~

(署名又は押印)
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契  約  書

発注者  自民党市民 クラブ (以 下 「発注者」 とい う。 )と 、受注者 株式会社 SOAソ リ

ューシ ョンズ (以 下 「受注者」 とい う。 )と はおのおの射等な立場における合意に基づいて、

以下の条項によって契約を締結 し、信義に従つて誠実にこれを履行するものとする。

(契約 目的 )

第 1条  この契約は、受注者が複合機等を発注者の使用に供 し、複合機等が正常な状態で稼

動出来るよ うに保守を行い、発注者がこれに対 して受注者へ使用料を支払 うことについて

必要な事項を定めることを目的にする。

(機種および設置場所 )

第 2条 複合機等の機種、機能、設置場所お よび数量は、別紙のとお りとす る。

(契約期間 )

第 8条 契約期間は、平成31年 2月 1日 か ら平成 86年 1月 31日 まで とす る。

(使用料の単価 )

第 4条 複合機等の使用料の単価および料金計算は、別紙のとお りとす る。

(枚数の報告 )

第 5条  受注者は、毎月末 日に、モ ノクロの印刷枚数およびカラーの印刷枚数を発注者へ報

告 し、発注者の確認 を受けなければな らない。

(使用料の請求 )

第 6条  受注者 は前条の確認 を受けた印刷枚数に基づき、毎月分の使用料を翌月に請求する。

(使用料の支払 )

第 7条 発注者 は請求を受理 した ときは翌月末 日以内に使用料を支払 うもの とする。

(複合機等の保守 )

第 8条  受注者 は、発注者が複合機等を常時正常な状態で使用出来 るよ うに、発注者から複

合機等が故障 した旨の連絡を受けた ときは、直ちに技術員を設置場所に派遣 して修理に着

手 し、複合機等 を正常な状態に回復 させなければならない。

(負 担の範囲 )

第 9条  受注者 は、 ドラム、 ドラムカー トリッジ、感光体ベル ト等の感光体お よびデベ ロン
パーに関 し、コピーの画質維持のために必要 と認めたときは、これを受注者の負担で取 り

替えるものとする。
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2 前項に規定する部品以外については、発注者の負担によ り部品を調達 し、受注者の負担
により修理を行 うもの とする。

(複 合機等の所有権 )

第 10条  複合機等の所有権は、受注者に属する。

2 発注者は、複合機等が受注者の所有であることを示す表示等を毀損するな ど複合機等の

原状を変更するよ うな行為および消耗品等を他に流用するような行為を行つてはな らない。

(権利 もしくは義務の譲渡 )

第 1ユ 条 発注者または受注者は、この契約によって生ず る権利 もしくは義務を第二者に譲

渡 し、または承継 させてはならない。ただ し、相手方の承認を得た場合はこの限 りではな
い 。

(損 害賠償 )

第 12条  受注者は、発注者が故意または重大な過失によって複合機等に損害を与えた とき

は、修理に要 した費用を発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定にかかわ らず、動産総合保険等で補填 された損害に対 しては、発
注者に対する請求を行わない。

3 受注者は、契約 を実施す るにつき、故意又は過失によって、発注者の財産を紛失または

毀損 した ときは、発注者 に対 し損害賠償の責を負 うもの とする。ただ し、受注者の責に帰
さない事由による場合はこの限 りではない。

(秘密の保持 )

第 13条  受注者は、この契約の実施にあたって知 り得た秘密 を、他に漏 らしてはならない。

(契約の解除等 )

第 14条  発注者は、受注者が次の各号の一に該当す るときは、催告な しにこの契約を解除
す ることができる。

(1)受注者がこの契約 に違反 した とき。

(2)受注者の契約事項の処理が不適 当と発注者が認 めた とき。

(3)受注者がこの契約 を履行することができない と発注者が認めたとき。

(4)受 注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等 (受 注者が個人である場合にはその者 を、受注者が法人である場合にはそ
の役員又はその支店若 しくは常時建設工事の請負契約 を締結す る事務所の代表者

をい う。以下この号において同 じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律 (平成 3年法律第77号)第 2条第 6号に規定する暴力団員 (以 下こあ与にお
いて 「暴力団員」とい う。)で あると認められるとき。

口 暴力団 (暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号 に規定す
る暴力団をい う。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与
していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若 しくは第二者の不正な利益を図る目的又は第二者に損害を
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加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員 を利用す るなどした と認められ るとき。
二 役員等が暴力団又は暴力団員に紺 して資金等を提供 し、または使宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 し、もしくは関与 していると

認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員 と社会的に非難 され るべき関係 を有 していると認
められるとき。

前項第 1号および第 4号の規定によ りこの契約が解除 された ときは、受注者は据付費用
に相当する額を違約金 として発注者へ支払 うもの とする。

第 1項第 2号お よび第 8号の規定によ りこの契約が解除 された ときは、受注者は、発注

者にその損失の補償を請求す ることができない。

(5)甲 又は乙は、相手方が正常な理由なくしてこの契約の条約の条項に違反 したときは、

文書をもつて通知 し、この契約 を解除することができる。

但 し、甲は乙に契約満了までの残期間の賃貸借料金を一括で支払わなければな らない。

2

3

―
r (複合機等お よび消耗品等の返還 )

第 15条  発注者は、この契約が終了 した ときは、複合機等お よび残存 している消耗品等を

速やかに受注者に返還できる状態に しておかなければな らない。

(損 害のために必要を生 じた経費の負担 )

第 16条  契約事項の処理に関 し、発生 した損害 (第 二者に及ば した損害を含む)のため必
要を生 じた経費は、受注者が負担す るものとする。ただ し、その損害が受注者の責に帰 さ
ない事由によ り生 じたものについてはこの限 りではない。

(調査等 )

第 17条  発注者は、受注者の契約事項の処理について、随時に調査 しもしくは、必要な報
告を求めることができる。

(契約内容の変更等 )

第 18条 発注者は、必要がある場合には、契約の内容を変更 し又は契約 を一時中止するこ
とができる。 この場合において、使用料 を変更す る必要があるときは、発注者 と受注者 と
が協議 して定める。

(そ の他 )

第 19条  この契約に定めのない事項またはこの契約 について疑義が生 じた事項については、
必要に応 じて発注者 と受託者 とが協議 して定める。
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る 。

この契約の証 として本書 2通 を作成 して、発注者、受注者が記名捺印の うえ l通 を保有す

平成 31年 2月  1日

発注者 堺市堺区南瓦町3番 1号

自民党市民クラブ rⅢ

野里 文盛   ユ 1

受注者   守 口市人島町 1番 12号
株式会社 SOAン
取締役 松 田

ズン
　
　

コ

tャ)
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別 紙

機 種

機 能

契約対象機種・機能・設置場所・数量お よび使用料

コニカ ミノルタ 複合機 bizhubC258

コピー、プ リンタ、スキャン、FAX

設置場所   堺市堺区南瓦町3番 1号

数 量 1セ ッ ト

使用料 月定額料

最低料金

000円 (消 費税別 )

000円 (消 費税別 )

10,

1,

モノクロ片面 1枚の印刷につき   1.5円 (消費税別 )

(1円 未満の端数が出た場合は四捨五入 とす る。 )

カラー片面 1枚の印刷 につき     lo円 (消 費税別 )
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1

参考様式第 4号

出張報告書

令和 6年  3月 21 日

会派の名称・議員氏名 自由民主党 。市民クラブ

出張報告は下記のとお りです。

記

目 【好気性発酵乾燥方式 【トンネルコンポスト方式)】的 ごみはすべて資源。

【室戸ドルフィンセンター】イルカと共に身も心も健康に、

【DMV、 阿佐海岸鉄道。】バスと電車の一体型、次世代乗り物。

2.期  間 令和 6年  1月  31日 (水)～  令和 6年  2月  1日 (木 )

3。 日 程 等

月  日 時 刻 出張先 (都市・施設名等 )

Э 1月 31日 (水 ) 8:00-17:00 三豊市バイオマス資源センター

② 2月  1日 (木 ) 8:30-19:00 室戸市ジオパーク・ ドルフィンセンター、阿佐海岸鉄道DMV

③ 月  日 ()

④ 月  日 ()

4.面談者

三豊市、議会事務局、 様。市民環境部、 様。資源化センター三豊センター長

。室戸市ジオパーク推進課、 様。 日本 ドルフィンセンター、 。
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5.報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

【三豊市、ごみを燃やさない処理技術の発信、バイオマス資源センター。イルカと共に身も心も

健康に、室戸市ジオパーク・ドルフィンセンター、阿佐海岸鉄道DMV、 各視察をおこなった。】

本市には、本市の東部に位置するごみ処理施設、クリーンセンター東工場第一工場の老朽化は著

しく、又、クリーンセンター臨海工場は、PFI方式により建設された暫定的な施設であることか

ら今後のごみ処分について持続可能な体制を整えるために施設更新について結論をださなくてはな

らない時期となりました。

また、室戸市ジオパーク・ ドルフィンセンターでは、当市に於いても増え続ける心の病の対策と

して、又、我が堺市に於いても本年度、オープンする水族館の用途目的に鑑み、訪問するに至 りま

した。

最後に、阿佐海岸鉄道DMVに、視察に出向いたのは、当市に於いても東西交通の課題が毎回浮

き彫 りになり、その都度、鉄軌道の色々な議題には登 りましたが、コスト高や、様々な要因により、

進みにくく、新たな道を発見する為に、学ばせていただいた次第です。

まず、ごみを燃やさない処理技術のバイオマス資源センパー、 トンネルコンポスト方式では燃や

せるごみがジサイクル出来、微生物を利用した合理的なもので、MBT粉 砕機や選別機のような機

械と微生物による発酵を使って処理する。合理的ヅサイクルで有 り、固形燃料は、有価物として、

取引有れる。バイオフィルターで臭気を脱臭し、排水、を出さず、二酸化炭素を抑制し、煙やダイ

オキシンを発生しなく、低コストで、事故対応にも優れているという事で有 ります。

イルカとのふれ合い(我が会派の信貴議員は、イルカに港湾内で乗車)は、発達障害者・幼児への

イルカセラピーの支援は、身も心も健康に、。人生をより良くし、世界一健康ずくりが楽しい街。ま

た、観光資源としての役割を担う水族館も視野に入れるとするとまさに適した事業である。

そして、」DMVは、バスと列車が 1つ になった次世代の乗 り物で、たった、15秒で、車体を変

身し道路と線路を自在に走行し、地域交通のネットワークがより便利に、効率的に走らすことが出

来、地域の活性化、経営改善、災害時の交通機能維持を約束できる次世代の乗 り物です。

よって、本市のごみ焼却問題や発達障害者・児へのイルカセラピーの支援やイルカ飼育を活用し

た観光交流人日の拡大推進による地域の活性化に大きく寄与すると思われます。

そして、DMVは、既存のレール、を利用することにより、燃料費や保守費用などの運用コストの

軽減を図ると共に新しい人の流れを作るものである事は明白です。よってこの3事業を強く要望致

します。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

1--4、  1-5、  1-6、  2-1、  2-2、 2-3、 2-4、 2-5、 2-6
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「パイオマス資,◆編1ヒセンダーみとよJ
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平成29年4月 1日より、三豊市の家庭や事業所から出る燃やせるごみを発酵・乾燥させて

「固形燃料」の原料としてリサイクルする日本初の工場

バイオマス資源化センダーみとよ」の稼動が始まりました。

これまで焼却処分してきた燃やせるど
｀
みがエネルギーに生まれ変わります。
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「バイオマス資源化センダーみとよ」は

優れた二酸化炭素排出抑制が認められ、

低炭素に関する2つの環境省補助金を受けてい

。平成27年度

酸化炭素排出抑制
(廃棄物エネルギー導入・低陵素1

。平成28年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(低茂素型廃葉物処理支援事業)

この事票を行うことで

約4,900トンのC02を

"F出晦
製紙工場などで石腱の代わりに

使用することで

によるC02'1出
運搬車両 蠅輔によるC02″

'出

トンネルコンポスト方式にすることで
C02が削減される

によるC02排出
運縦申面 廃蕪物

の燃焼
によるC02排出

これまで焼却処理により排出されていた
C02が排出されなくなる

約4,600トンのC02が削減

約6,300トンのC02を削減

約1,900トンのC02を削減

II
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リサイクル

トンネルコンポスト方式の特徴
三種選別機で選別された紙やプラスチツクは、

塩ビ選別が行われます。赤外線を用いて瞬時に

塩ビを判別、エア噴射により分離します。

0塩鍋u

0ご みの受入

②破砕・混含

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0藁選副

燃 や せ る ご み (混合 ご み )がリサ イ ク ル で き ま す 。

生ごみやプラステック紙などぼ程在しているごみは 臭いや水分の

弓□係土リウイクルが難しいとさイミてきました。トンネルコンポスト方

式はこれらの混合ごみを発酵 乾燥させることによリ リサイクルが

可能な状態にすることができます。拶:出きの手間を省きかつ再資

源化を図ることができます。また 使用消紙6むつのリサイクルにも

適しています。

微 生 物 を 利 用 し た 含 理 的 な リサ イ ク ル で す 。

バイオトンネルと呼ばれるコンと
'リ

ートの密開発醇槽では 発部作用

が最も活発になる好気的な環境をンステムが自動制御 (温度 圧力

空気二等)し、効率的 確実オど発酵による処理が行わなます。また徴生

物が発醇する際の黙と通気を利用して乾爆処理を行います。

lヽイォフ■,|タ ーで臭気発腕臭tr藝 し

施設からの奥気を含んだ排気は全てバイオフィルター(生物脱異悟 )

を通過させます。バイオトンネルから発生する発酵に伴う臭気 工塩

屋内の作業に伴う臭気をバイオフィルターで常崎1及

=k脱
異します。

これによリバイオトンネル内 工鳩屋内は常に負圧に保たれ、具気が

夕|に漏れ出ることを防さます。

子ヨf水を出しませ

'し

っ

網内の汚aた水はア`イオトンネル内で発酵用として消費されます。

したがつて 工場から排水は発生しません。

低コストですt

慢縫な設衛等を要しないため、他のごみ処理方式に比べてイこシヤ

ルコストが安価です。また 運転に必要な人員も少なく、ランニング

コストも抑えることができます。

受 入
。

―
睡

(娼内nttf七 )

MBT(Mechanicat Ыologicat Treatment)

欧州で開発されたごみ処理方法で、1‐虚砕機や選別機のような機械

(mechanに 30と 微生物による発酵(b otOgに 30をうまく使つて処

理に「eatment)します。これから日本でも発展することが予想され

ている注目の処コp方法です,

固形燃料は石茂の代わりになります。

箇形燃料原料はエビス紙料株式会社および株式会社パブリッ
`'で

漏

合 成形が行わイ1、 圏形燃料になります。国形燃料は有価物として取

3され 製紙工場などで石戻の代わりとして使用さイヽます。

ir鬱イし炭素の排出を抑制しよつ.

トンネルコンポスト方式は、発鬱燃の利用や化t]燃料の使用を抑制

するので、二酸化支策の排出豊を削減することがでせます。

建キタィ琢ヰニ′ソ懇
'」

尭主!.=trし

焼却方式とは異なるので、煙が発生したり、ダイオキシシ複 の発生の

恐れもありません。

事故対応に優れています。

トンネルコンポスト方式は駆動部が少ないことも特徴です。バイオト

ンネル内は撹拌を行わないので、切り琶えしの叢置はありません。ま

た、フアンやモーターについては予備呂を在庫することにより栞早い

事故対応が可能です。これは自冶体の一般廃棄物の受入を止めない

ために重要な要素です。

′(イオフィルター取込

三種選別機では、(1)生 ごみが分解された音IBかいもの、

(2)木 くずのような大きく重いもの、(3)紙やプラスチック

など比較的軽いものに分けられます。

騨

↑

　

↑

　

今

ｔ

　

ｔ

　

ｔ

ごみ収集車 (ノ 彬 カー車)がごみを運んできます。

計二器で重量を測定してから、投入□に入ります。

投入□は最大2台が入ることがて。きます。

受け入れたごみをタイヤシヨベルで破砕機に投

入します。破砕後は混合機に自動的に送られ、そ

こで一度発酵した返送物 (大 きな木くずなど)と

混ぜ、発酵の下準備が行われます。

トンネルコンポスト方式 【フロー国】

糧内臭気を含んだ排気は

全てバイオフィルターを通り外へ出る

―
田資材

・コンクリート製 ・密朧 造
・Bど画翼巴シャッター 。各部センサー(温度・酸素等)

朝

バイオトンネル バイオフィルター

革イメージ国

蝉

フアン
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0議個包
塩化ビニール選別を通週 したものをベーラーで

圧縮18包し、固形燃料製造工」岳へ向けて運搬 しや

すい形状に固めます。

0競 出

①脱具に積込 み 、エ ビス紙 料

パブリックの国形燃料製造工場へ毅出

します。
パイオトンネル内の捧 ・前

処理ヤードのごみ臭気などを、

パイオフィ,レターで税臭します。

場内空気をバイオフィルダーヘ

吸引することにより建物・バイオ

トンネル内は負圧化し、臭気が

外に漏オ1ださないようにしてい

ます。

また、スクランヾ―はPH調整や加

湿を行うもので、バイオフィル

ターの舒展効果を保持する機能

があります。

トンネルコンポスト方式の出具

■ザ1イオフィルターの仕祖み
脱臭され大気故出

パイオフィルダーは、臭いを含んだ空気が木質チップ層を通過することにより、吸着されたり、徴生物に分解されることで3モ臭が行われます。
木質チップの周□にlよ生物膜 (′ ギイオフィルム)が形成され、臭いをエサとして徴生物がさかんに呼I眼 酸子と分解を行います。
木質表面の酸化生成物は、上部からの散水により洗い流されます。この水lよ循環していますので、絶えす微生物による分解が行われます。

強氷

工零内の

臭気

取出し

発酵・乾燥処理が終わつたものをタイヤショベルで
取出し、三種選別機に投入します。

0投 入

混合機 から出てきた混合物をダイ

ャンヨベルでバィォトンネル(発野信)

に投入します。トンネルの中に35mの高
さまで奥から順に積みつけてぃきます。

0発酵・乾,黒

プヾイオトンネルの中はセンサーやコンピュータ制御に
より、微生物が活動しやすい環境が整ってしヽます。
17日間の発酵・乾燥処理が行われ、生ごみが分解、紙・

プラスチック類が乾燥します。

トンネルコンポスト方式の概要 (リサイクルの流れ)

メ〈イオマス資源化センターみとよ

原料

固形燃料用

・事業系一般廃棄修
(燃やせるごみ)

・家庭系一般廃葉修
(燃やせるごみ)

回形燃料
製造工場

業処理水は衛票して使用するため 夕iSへ の耕出はありません。蹴 ‐潮 し●勢水は別)桑 気ガ外日〕に漏れないようこ内部を負圧化した建わ内て'処理します

鯛
ド評1載躍踊麗田い41



施設概要

施設名称

所 在 地

敷地面積

建屋面積

稼働開始日

処I里方式

処理能力

主要設備

/ヾイオマス資源化センターみとよ

香川県三霊市山本町神田30番地 1

約10,000ni

約41000ni

平成29年4月 1日

トンネルコンポスト方式

43.3t/日

バイオトンネル 6m X35m× 5mH:6本
バイオフィルター 約170雨 :4基

業  種

事業内容

設 立 日

出 資 者

会

代 表 者 代表取締役 見澤 直人

代表取締役 川崎 佳日出

廃票物処理業

バイオマス資源化センターみとよの運営

平成22年9月 17日

株式会社パプリッ
`フ

 エビス紙料株式会社

株式会社エコマスター

G Eoo mas10r
Composting Technotogy

〒768・ 0104香川県三霊市山本町神田30番地1

TEと,0875口 23・6230 FAX,0875・ 23・6231
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室戸ドルフィンセンター

視察資料

令和6年 2月 1日

室戸市観光ジオパーク推進課
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室戸市の概要

1.沿革

室戸市は、四国東南端、県庁所在地の高知市から東へ78kmの距離に位置し、東西18。 6

km、 南北27kmのほぼ逆三角形の半島が太平洋に突き出した、東西53.3kmの海岸線を有

する市です。総面積は248。 18ポで、そのうち山林が87%を占め、海岸沿いは、特異な海岸

段丘を形成しており、海岸線沿いのわずかな平野部に5つのまちが形成され、中小河川沿い

や海岸段丘の中山聞部には、数多くの集落が点在しています。

昭和34年 3月 1日 に5カ町村 (佐喜浜町・室戸岬町・室戸町・吉良川町。羽根村)が合併し

て本市が誕生しました。室戸市の歴史は古く、弘法大師によつてひらかれた最御崎寺、津照

寺、金剛頂寺があり、「空海」の由来になつたといわれる修行の地「御厨人窟」などが残つてい

ます。

室戸岬を中心とする美しい海岸には、亜熱帯性樹林や海岸植物が群生し、昭和3年に室

戸岬一帯が名勝に指定されました。昭和39年には「室戸阿南海岸国定公園」の指定を受け、

さらに平成8年には「日本の渚・百選Jに選定されています。

平成元年には、日本初、世界で3番 目の海洋深層水陸上取水施設として高知県海洋深層

水研究所が開設され、海洋深層水の研究。活用がすすみました。

また、平成23年には、室戸市の地質・地形や人々の営みが評価され、市全域がユネスコ

世界ジオパークに認定されています。

2.社会情勢等

室戸市のかつての基幹産業は水産業でした。室戸岬漁港、室津港はその中心であり、遠

洋マグロ漁業の基地として全国に知られていました。しかし、昭和50年代頃から資源の枯渇

や200海里問題、燃料費の高騰による経営の圧迫などにより衰退。定置網漁やキンメダイ漁

を中心とした、沿岸漁業に移り変わってきています。

また、第 1次産業を中心に発展してきた本市ですが、昭和30年代後半からの高度経済成

長にともなう就業構造の変化、さらには産業や生活環境整備の立ち遅れから、若年層を中心

とした人口の流出が続いています。

人口は昭和30年のピーク時には32,878人でしたが、令和2年の国勢調査による人口は1

1,742人で、平成27年の調査から1,782人減少し、減少率は 13.2%となっています。

1
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室戸ドルフィンセンターの概要

設置目的

施設は、観光拠点等整備事業の趣旨に基づき、イルカ飼育を活用した観光交流人口の拡大
促進による地域の活性化を図ることを目的として設置する。

(設置管理条例第 2条 )

設置場所

室戸岬漁港内。当該地には飲食施設や宿泊施設、高速バス・DMV(デュアルモードビークル)

の発着所などがあり、観光・交通の重要な拠点となっています。

設置の経緯

平成 14年、室戸岬漁港を活用した地域振興を進めたい市側から、イルカセラピーの研究を
行う麻布大学にアプローチ。

平成 15年 8月 、室戸市と麻布大学の共同事業としてイルカの試験飼育が開始。
イルカセラピーの実施やふれあい体験などを行う。
H17.10月 台風被害や相次ぐイルカの死亡を受け事業休上。
H18,4月 よりNPO法人室戸ドルフィンプロジェクトが運営するかたちで事業再開。

2

室戸岬漁港t海の駅とろむ〕

45



f)

指定管理者制度での運営

平成 25年 4月 管理棟建築、陸上プール設置などを行いリニューアルオープン

リニューアル事業費 60,982,550(県 1/2、 市 1/2)

指定管理制度での運営を開始 指定管理者 INPO法人室戸ドルフィンプロジェクト

令和2年 10月 新型コロナウイルス感染症の影響等で撤退。

同月より株式会社日本ドルフィンセンターが指定管理者として運営

現指定管理期間:令和5年4月 1日 から令和10年 3月 31日 まで(5年 )

指定管理料 i3,500,000円 /年 (施設の改修・小規模なもの以外の修繕は市が行 う)

台風時等緊急対策用の補助金有り

ドルフィンセンター入館者教推移

年度別入館者数 (単位 :人
)

平成25年度 2,000,000

平成26年度 2,057,143

平成27年度 5,800,000 919,000

5,800,000平成28年度 500 000

平成29年度 6.000,000 500,000

平成30年度 9,000,000 3,231,000

令和元年度 8,000,000 1,793,000

令和2年度 8,000,000 306,456

令和3年度 8,000,000

令和4年度 8,000,000

令和5年度 3,500,000 300,000

平成25年度 2,861 5,896 1,498 2,346 6,973 2,023 1,438 1,442 794 1,620 808 1,322 29,521

平成26年度 1,392 3,757 1,241 2,123 5,044 21075 1,208 1,188 859 1,569 5,070 li505 27,031

平成27年度 1,569 5,070 1,505 3,093 7,218 3,699 1,845 1,202 955 1,129 750 1,394 29,429

平成28年度 2,062 3.494 804 2,571 6,147 1,602 1,419 1,099 898 1,349 800 1,584 23,829

平成29年度 1,456 3,432 803 2,126 5,494 17189 1,104 922 587 1,146 729 1,125 20,113

平成30年度 1,886 3,112 1,457 1,987 8,323 2.489 616 1,587 1,229 2,071 1,241 1,695 27,693

令和元年度 3,039 5,206 1,438 2.290 5,656 2,289 t,482 1,115 845 1,402 1,121 767 26,65C

令和2年度 266 355 1,142 1,907 4,445 2,084 1,364 1,396 565 572 689 867 15,652

797令和3年度 1,473 539 1,629 2,625 686 1,016 1,016 922 850 481 990 13,024

令和4年度 1,116 2,649 794 1,771 3,934 1,048 1,172 879 714 748 572 1,036 16,433

令和5年度 990 2,264 875 1,651 2,756 1,308 689 709 652 11,894

3
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育遅7,士 ヌ

F  越しの場合]国道 55号を室戸岬方面へ
測 市から 約 2時間

高欠l自動車道 南国にC.か ら 約2時間
徳島市から 約 3時間 30分

睡 でお越しの場合〕
高知市方面から ごめん。なはり線 奈半利駅からバス
高欠l東部交通バスで約 50分 鰤 営業所下草徒歩 5分 )

臨 でお越しの場合]

高知歳馬空港から草で約 1時間30分
レてスでお越しの場合]

高知東部交通パス 室戸営業所下草徒歩5分
徳島プてス(関西から徳島経由の高速パス)室戸パスターミナル下草すぐ

れ辞 ,(守導濡
義

室戸市役所右折 0

サポー ト会員募集中

騨
0ご 入場料無料(ご同伴者様1名も無料)

② 子路 了元写で

毎``食、不lJ用 10%OFF他の害13勝用不可)

0餌やり体験1回網辞
0会 員向けにメー朕珈職憾輸矯

0剣謝碇イベントの醐跨

°      蚕写イライン

0
,室戸岬′Jヽ学校 ●ァクァファーム

韓

0● シレストむうと

―
胸 o●1とらむ」湾

― トルフィンセカ ー
・

1:,1:!,!:IIi:i::: 〔】 と

受付時間 AM9:Oo～ PMsi00

皇戸ドルフィンセンダー
Tel&Fax.0887-22‐ 1245

〒781‐7101
高畑県室戸市室戸岬町字億浜 6810‐ 162海の駅とろむ
Emaた info mdc@iJc.net
http:〃 www.murot。 _dc.jp/

室戸日 レフィンセンダーは、室声市からの指定管理者 として

株式会社日本 日 レフィンセンターが業務受託して運営しております。

ご入金と有珀期限

◆ご入会金 ¥S,ooo脚
◆有効期限 年会費お支払い後1年間

イ

ル
カ
と
遊
ぶ

そ
れ
は
健
康
と

美
容

の
秘
訣

_ 士

ヽ

，

　

と

ホーム

々
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イルカと遊んで、
身も心も健康になろう!!

ド′ンフィンスイム
イルカと泳ごう!!

ウェットスーツを着るので泳げない方も安心してご参加いただけます。

戸
ド
ル
フ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
で

イ

ル
カ
と
健
康
づ
く

，

四
国
の
端
Ｐ
」
、大
地
の
誕
生
が
感
じ
ら
れ
る
室
戸
岬

が
あ
る
室
戸
市
は
「世
界
一健
康
づ
く
り
が
楽
し
い
ま

ぢ
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
が
、
室
戸
ド
ル

フ
ィ
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
、
日
常
で
は
感
じ
る
こ
と
が
で

き
な
い
人
と
遊
ぶ
こ
と
が
大
好
き
な
イ
ル
カ
と
の
体

験
メ
一
こ
―
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
楽
し
い

だ
け
じ
ゃ
な
い
体
験
を
通
し
て
、
身
も
心
も
健
康
に
美

し
く
な
っ
て
日
常
生
活
に
お
戻
り
く
だ
さ
い
。

0大人佃確翼匂以上)¥9,∞ 0
0′」ヽ人0磯以上」ヽ学生)¥7,500 態身長 11(lてm以上
0開催躙 ッ/10:20。 12:00・ 13:とЮ・15⊇0 えさや

イルカに,ッチしてごはんをあ1ザよう1

小さな0子さまからご参,刑lいただけます。

時 /発00く慈〕礎以掏 )

0開催時間/11:00・ 13つ∈14胡・15:00・ 16:00

ふれあい体験

クミガメの
え さ や り 体 験

ウミガメにご1よんをあげよう!

開国中いつでもできます。

栞どはんがなくなり次第要了となります。

●料金/¥200
腰辺りまでお水に浸かつてイルカとふれあおう!

よリイルカが身近に感じられます。

●料金/太人 (中学生以D¥5,000
小人(5額以上をヽ学生l¥4,500※ 身長 1側廟以上

0開催時間/11:20・ 13:00。 1440

天候やイルカの体調により、プログラム内容や実施崎簡を変更する場合があります
お越しの際はお間合せください。

トレーナーになりきつてイルカにサインを出そう1

えさやり&ダッチもできます。

●料金/¥2,000(票 3と以下保優者周伴)

0開催日調 /10:30・ 11:30。 13:30。 14:30・ 15:30

トレニーチ主体験
，
メ
注
と
庁
＾

輔
―
■
ぎ
く
か
ｙ

埠
Ч

ギ

0中学生～大人 500円
04歳～小学生 400円

入1暑 T導

03歳以下無料
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,…■ 遭路と線路を走行する次世代の乗り物

P,Ir DMVと は
「Dual Mode Vehicle(デ ュアル・モー ド・ビークル)」。

略して DMVは、バスと列車が 1つになつた次世代の乗り物です。

たった15秒で車体を変身させ、道路と線路の両方を自在に走

行します。バスと鉄道がシームレスになり、地域の交通ネットワー

クがより便利に、より効率的にチェンジ。交通の未来を乗せて地

域を駆け抜けます。

→

高畑県

■ 阿佐東線を走行する3台のDMV

室戸市

海の駅とる

そよ風感じる爽やかなデザインで阿波の名産「すたち」

を表現ゃ空高く舞い上がる白い鳥は徳島県の鳥である

白鷺です。

海職町

阿波海南駅

海のm東洋町

むうと腐機求族館

― 鉄道モー ド

ー バスモー ド

ー バスモー ド
(土 日祝 1日 1往復 )

霊戸世界ジオパークセンター

真つ赤なボデイには、四国が誇る英雄・坂本与こ馬と南

国土佐に降りそそぐ太陽が。地域活性化への情要守が込

められています。

酢韓 ]

!語 1性

室戸岬

太平洋の豪快な波がモチーフ。宍喰駅の伊勢えび駅長が

サーフィンに挑戦する様子は、未来へのチヤレンジを表

しています。

DMV運 行ルー ト

善川県

毎島県重担照
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02 導入により期待される3つの効果

//
‐ 甥 歳

「世界初の本格営業運行」の話題性は

車両自体が観光資源となります。

DMVを 目当てに訪れる観光客によ

り地域が賑わい、新しい人の流れが

生まれます。

鉄道車両と比較して燃料費、保守費

用など運用コストを軽減できるとと
+ もに、新しい人の流れによる増収に +

より、経営改善へ大きく寄与します。

徳島県南部の沿岸では、南海 トラフ

地震が発生 した場合 20mを超える

津波が押 し寄せると予想されていま

す。道路も線路も走るポテンシャル

で交通機能を維持 し、被災者支援な

どを素早く行うことができます。

03 DMVの構造

車両はマイクロバスをベースに改造しており、道路では前後に搭載さ

れた鉄車輪をボンネットとトランクルームに忍ばせて、ゴムタイヤで走

行します。線路走行へ切り替えるモードチェンジは、通路と線路をつな

ぐ「モードインターチェンジ (MIC)」 で乗客を乗せたまま行われます。

車体から鉄車輪が現れ、鉄道モードに変身します。鉄車輪は線路上の

ガイド役となるとともに前輪のゴムタイヤを浮ん`し、後ろのゴムタイヤ

が駆動輪となつて線路上を走行します。

また(線路上ではハンドルは固定され、バスと同様に足のアクセルと

ブレーキで操作します。

軸!重配分制御
B ttH配分日l御

乗車 (荷4)状況と後ゴムタイヤのスリップ状況などを検知し、
量連な荷重配分となるよう制御

▼

タイヤ幅235mm

連頚浦 阿波澪南駅 MIC

レー m

←→

モードチェンジは
10～ 15秒で完了

レー 1067mm

後ゴムタイヤ駆動輪と後ガイド輪

導路専衛

毛″ドインタ
″″オエンゾ レ

14

O

Ｃ

Ｄ

Ｓ

ｗ

Ｔ

Ｎ

(1,地域活性化 十
=経

営i攻善 (3,災 害時の交通機能維持

後首ムクイヤLE動輪 後ガイド1巾

後ゴムタイヤ駆動輪

レール

モードチェンジイメージ図

レ″ル走写
■

ガイドウェィ

前 ガ イ ド輸
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」R北海道が、DMVの 開発に着手

」R北海道が、制1網線において、pMVの献緞的営業運行を実施

牟岐駅 (」 R牟岐線)と穴陰車庫 (阿佐東線)の区間で、 JR北海道のDMVで
夜間走行試験を実施

鉄遭(牟岐駅から央喰車庫まで)と パスモード(阿波海南文化村や室戸岬など)の

実証運行(デモンストレーション走行)を 実施

「阿佐東線DMV導入・駅舎改築基本計画(案 )Jを 策定

国土交通省の「DMV技術評価委員会Jにおいて、専用線区や単車運行などの
前提条件があるものの『技術的に特に問躍なし』との中間取りまとめ

阿佐海岸欽道株式会社と関係自治体で構成する「阿佐東線DMV導入協議会」を
設立し、DMV導入に向けた本格的な取組みを開始

「第2回阿佐東線DMV導入協議会Jにおいて、導入スケジュールや運行区間に
ついて合意

1号車 (DMV931)が 完成(宍喰駅で「完成式典J)

全3台 (DMV931,932,933)が 完成
(阿波海南文化村で「完成式典J)

初めての「軌道モード走行」を実施

「走る・止まる。曲がるJな どの「性能試験Jに着手
(DMV931で 実施)

国土交通省の「DMV技術評価検討会Jにおいて、安全性を最終確認

阿佐東線で「世界初」の本格営業運行開始

平成 14年 10月

平成 19年 4月 ～ 11
平成20年 4月 ～ 11

平成23年 11周 16日 ～ 18口

平成24年 2月 10口 ～ 12田

平成27年 10月 30日

平成 28年 3アJ30日

平成29年 2月 3日

平成 31年 3月 9日

令和元年 10月 5回

令和 2年 12月 15口

令不H3年 12月 25日

3年 11月 4日

3年 1月 ～ 2月

月

月

平成26年 3月

DMVヒストリー

主要請元―寛表

サスペンション(前ゴムタイヤ)

サスペンション(後ゴムタイヤ)

サスペンション(前ガイド輪)

サスペンション(後ガイド輪)

ショックアブソーパー(前 ゴムタイヤ)

ショックアブソーパー(後 ゴムタイヤ)

最終減速比

オルタネーター V― A
バッテリー V― A
使用燃料・タンク容置 [L]

ゴムタイヤ(前 )

ゴムタイヤ(後内側 )

ゴムタイヤ(後外側 )

前ガイド輪 径/リ ム幅 [mm]
後ガイ ド輪 径/リ ム幅 [mm]
前ガイド輪昇降装置

後ガイド輪昇降装置

前ゴムタイヤ昇降装置

車名形式

ベース車両の車名形式

空調

乗車定員 [人 ]

エンジン形式

全長 [mm]

全幅 [mm]

全高 [mm]
ホイールベース(道路走行)[mm]
ホイールベース(軌遺走行)全体/前部/後部 [mm]
前トレッド [mm]
後 トレッド [mm]

後内側 トレッド [mm]
後外側 トレッド [mm]
最低地上高 [mm]

1草内寸法 長 [mm]

草内寸法 幅 [mm]

車内寸法 萬 [mm]

車両重量 [kg]931/932/933
車両総重量 [kg]93]/932/933
最小回転半径 [mm]
ステアリング

DMV931/DMV932/DMV933
トヨタ ヨースターSKG‐ X7870‐ ZRTNY

クーラー付

22=運転席 ,十 藤席 18+立席3

N04C‐ V」 直嘘ディーゼルターボ

8080
?090
2780
3935

6820/5444/1876
1685(設 計値)

1432(,P,I値 )

1170(「皇計値)

1694(設 計値)

]85

6230
1885
1890

5860/5870/5850
7070/7080/7060

7500
ポールナット式パワーステアリング

トーションノヽ―タイプダブルウィッシュボーン式
独立懸架(ス タビライザー付)

車軸式半惰円板パネ(ス タビライザー付)

油圧アクチュエーターをパネ,ダンパーとして使用

油圧アクチュエーターをバネ,ダンパーとして使用

簡形複勘式・ガス入り

簡形複動式 'ガス入り

4,625

12-130
12-80、 12-64(2個 )

軽油,95
235ノ/70R175 127/125」

235ノ/70R175 127/125」

235ノ/70R175 127/125」

φ502/150
φ502/150

油圧アクチュェーター

油圧アクチュエーター

油圧アクチュエーター

」R北海道のDMV

令和 2年 12月 15日
初めての「軌道モード走行」

令和3年 1月～ 2月 性能試験

N04C‐ V」 型

直列4気筒

104 0xl18 0

4009
180

110(150)/2500
420(423)/1400

油圧真空倍力装置付
ベンチレーテッドディスク

油圧真空借力装置付
デュオ2リ ーディング

ディスク

排気管開閉弁式排気ブレーキ

機械式推進軸制動内部
拡張形 (後輸)

! |:マ |1下

主ブレーキ(前 ゴムタイヤ)

主ブレーキ(後 ゴムタイヤ)

主ブレーキ(前ガイド輸)

補助プレーキ

農車ブレ
=キ

▼ 阿佐海岸期 株式錨

〒775‐ 0501

徳島県海部郡海陽町央喰浦字正梶22… 1

TEL 0884‐ 76‐3701
ma,l  info@asatetu.com
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型式

配E
シリンダー内径x行程 [mm]

総排気二 tcc]

圧縮比

最高出力 [kW(ps)/rpm]

最大トルク[N・ m(kgf・ m)/rpm]

エ
ン
ジ
ン
諸
死

型式

変速比 1速

変遠比 2速

変速比 3速

変逮比 4連

変速比 5連

変遠比 6遠

変速比 後退

ミッション 電子制御式6遠
オートマチック(ECT)

A861E型

3314
1.912

1 321

1 000

0750
0605
3 134

ト
ラ
ン
ス
ミ
ツ
シ
ョ
ン
諸
元

プ
レ
ー
キ
諸
元
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